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地方創生テレワークの推進

空き家等をサテライトオフィスに改修、
企業に貸し出し（福島県 会津若松市）

民間所有の施設を共用サテライトオフィスに整備
企業や個人等が利用（北海道 北見市）

〇新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、地方で暮らしてもテレワークで都会と
　同じ仕事ができるとの認識が拡大。
〇地方におけるサテライトオフィスでの勤務など地方創生に資するテレワーク
（地方創生テレワーク）を推進することで、地方への新しい人の流れを創出し、
　東京圏への一極集中是正、地方分散型の活力ある地域社会の実現を図る。

〇各種支援策を講じるとともに、産業界や自治体等の関係者を巻き込むための取組や、
　企業のＩＣＴ環境、労務面などの環境整備を進める。

［地方創生テレワークの推進に向けた主要な支援策］

○地方創生テレワーク交付金の創設
　新たに交付金を創設し、地方創生テレワークを
推進する地方公共団体の取組（サテライトオフィ
スの整備等）を支援

○地方創生テレワーク推進事業

○地方創生移住支援事業の対象拡充

　地方への新しいひとの流れの創出に向け、情報提
供体制の強化、企業による取組の見える化等に向け
た調査・広報等による環境整備を実施

　東京での仕事をテレワークにより続けながら移住す
る場合も支援



国
交付金
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地方公共団体
（※）

◆サテライトオフィス等整備事業（自治体所有施設整備等）

　自治体が、サテライトオフィス・シェアオフィス・コワー
キングスペース等（以下「サテライトオフィス等」とい
う）を開設・運営、プロモーション、ビジネスマッチング
等のプロジェクトを推進

◆サテライトオフィス等開設支援事業（民間所有施設開設支
援等）

　自治体が、サテライトオフィス等運営事業者・コンソーシ
アムの施設について、その開設・運営を支援、プロモー
ション、ビジネスマッチング等のプロジェクトを推進

◆サテライトオフィス等活用促進事業（既存施設等活用等）

　自治体が、区域外からの進出企業・滞在者・移住者による
既存のサテライトオフィス施設利用を促進するため、テレ
ワーク関連設備等の導入支援、プロモーション、ビジネス
マッチング等のプロジェクトを推進

◆進出支援事業

　自治体が、上記事業の対象となるサテライトオフィス等を
利用する区域外の企業に対して、進出支援金を助成（返還
制度あり）

○施策の目的
　新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に国

民の意識・行動の変容が見られることを踏ま
え、地方でのサテライトオフィスの開設やテ
レワークを活用した移住・滞在の取組等を支
援することにより、地方への新しい人の流れ
を創出し、東京圏への一極集中是正、地方分
散型の活力ある地域社会の実現を図る。

○施策の概要
　サテライトオフィス等の施設整備・運営や、

民間の施設開設・運営への支援等、地方創生
に資するテレワークの推進により地方への新
たなひとの流れを創出する地方公共団体の取
組を支援する。地方創生に資するテレワーク
推進の実施計画を地方公共団体が策定。計画
掲載事業の実施に対し、国が交付金により支
援。

地方創生テレワーク交付金（内閣府地方創生推進室）

令和２年度第３次補正予算額　100.0億円

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

〇企業の進出、社員の移住、関係人口の創出等が推進さ
れることにより、東京圏への一極集中の是正に貢献

〇「新しい生活様式」に必要なテレワークを地域に普及
させ、地域分散型の活力ある地域社会の実現に貢献

期待される効果

（※）①東京圏外の地方公共団体、②東京圏内の条件不利地域を含む市町村
　　　③東京圏内の都県のうち②の域内に事業を限定して行う都県
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委託

民間事業者

• 地方創生テレワーク推進に向けた相談窓口を設
置し、地方へのサテライトオフィス設置や社員
移住等の後押しに向けた取組を検討中の企業と、
そのようなサテライトオフィスや社員等の呼び
込みを図る自治体からの情報の集約を行います。

• 当該相談窓口において、ニーズの具体化や解決
すべき課題等への伴走支援や問い合わせ対応を
実施しつつ、集約した情報を基に企業と自治体
のマッチング支援等を行います。

○　新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に国民の
意識・行動の変容が見られることを踏まえ、機会
を逃すことなく、地方におけるサテライトオフィ
スでの勤務など地方創生に資するテレワーク（地
方創生テレワーク）の取組を推進します。

〇　具体的には本事業により、企業と地方公共団体を結
ぶ情報提供体制等を整備し、新たな働き方や生活へ
の意識の変化を地方への新しいひとの流れにつなげ、
東京圏への一極集中是正と地方分散型の活力ある地
域社会の実現を目指します。

地方創生テレワーク推進事業（内閣府地方創生推進室）

令和２年度第３次補正予算額　１.０億円

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○企業の進出、社員の移住、関係人口の創出等が
　推進されることにより、東京圏への一極集中の
　是正に貢献します。
〇「新しい生活様式」に必要なテレワークを地域
　に普及させ、地域分散型の活力ある地域社会の
　実現に貢献します。

期待される効果

企業 自治体

地方創生テレワ―ク
推進相談窓口（仮称）

情報の集約情報の集約

企業・自治体のマッチング
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①地方へのサテライトオフィス設置や社員移住等の後押し

に向けた取組を検討中の企業と、そのようなサテライト

オフィスや社員等の呼び込みを図る自治体とを結ぶ情報

提供体制の整備を行います。

②地方創生テレワークに向けて社内制度整備等を進める優

良企業の取組の見える化等、地方創生に資するテレワー

ク推進に向けて必要な取組や好事例の調査・分析及び広

報等を行います。

　

○　新型コロナウイルス感染症をきっかけに全国で約３ 
  割以上の方々がテレワークを経験し、地方移住等への　
　関心の高まりが見られるなど、国民の意識・行動も変
　容してきています。
○　「まち・ひと・しごと創生基本方針2020」（令
  和２年７月17日閣議決定）では、このような変化も活
　かし、地方でのサテライトオフィスの開設、テレワー
　ク・リモートサービスの取組等を支援することにより、
　地方への新しいひとの流れを大きくし、東京圏への一
　極集中を是正するとされています。
〇　このため、国は委託事業により、地方創生テレワー
クの推進による地方への新たなひとの流れの創出に向
けた環境整備を行います。

地方創生テレワーク推進事業（内閣府地方創生推進室）

令和３年度予算額　 １.２億円

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○　地方サテライトオフィス開設、社員の移住、関係人口
の創出等が推進されることにより、東京圏への一極集中
の是正に貢献します。

○　「新しい生活様式」に必要なテレワークを地域に普及
させ、分散化により社会のレジリエンスを向上させます。

委託

民間事業者

期待される効果

社員

東京の大企業
を中心とした企

業

環境整備・ビジネス支
援・生活支援等

オフィス開設、
移住、滞在等

地方公共団体

地域産業界
中間支援組織等



１．構成委員

地方創生テレワークを推進し、新たな働き方や生活への意識の変化を地方への新しいひとの流れにつなげ、

東京圏への一極集中是正、地方分散型の活力ある地域社会の実現を図るため、産業界や自治体等の有識
者の参画を得て、地方創生テレワーク推進に向けた検討会議を開催する。

２．開催スケジュール

石田　徹　　　　 日本商工会議所専務理事
井澗　誠　　　　 和歌山県白浜町長
岩本　秀治　　　全国銀行協会副会長兼専務理事
岡野　貞彦　　　経済同友会常務理事
地下　誠二　　　㈱日本政策投資銀行代表取締役副社長
島田　由香　　　ﾕﾆﾘｰﾊﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝHD取締役人事総務本部長
小豆川　裕子　 常葉大学経営学部経営学科准教授
鈴木　英敬　　　三重県知事
田澤　由利　　　㈱テレワークマネジメント代表取締役
中島　みき　　　㈱カヤック　ちいき資本主義事業部事業部長
根本　勝則　　　日本経済団体連合会専務理事
増田　寛也　　　東京大学公共政策大学院客員教授 【座長】
室井　照平　  　福島県会津若松市長
渡辺　尚　 　　　㈱パソナグループ副社長執行役員

地方創生テレワーク推進に向けた検討会議について

◇第１回　12月９日

　　現状分析及び論点整理

◇第２回　１月18日

　　事例紹介及び議論

◇第３回　２月８日

　　事例紹介及び議論

◇第４回　３月15日

　　取りまとめ（案）

◇第５回　３月29日

　　取りまとめ


